
患者サポート室                          室長 太田 徹哉（副統括診療部長） 

 

● 活動目的 

（目的） 

当院受診中の患者さんやそのご家族、当院をこれから受診しようとされている患者さんやそのご家族、

以前に当院を受診されたことのある患者さんやそのご家族、といった当院に関わる全ての方々の疾

病に関する医学的な質問並びに生活上及び療養上の不安等、といった様々な相談に対応し、個々

の問題を解決することを目的に設置 

● 活動方針など 

（方針） 

各部門の対応窓口（以下「対応窓口」とする）の支援体制の確立 

   対話による問題の整理と明確化、及び代弁・仲介機能による的確な対応、対応窓口への移行の実施 

（対象者） 

１． 当院受診の患者さん又はそのご家族 

２． 当院をこれから受診しようとされている患者さん又はそのご家族 

３． その他の関係者 

（業 務） 

１． 相談業務は相談内容に応じて、直接対応あるいは担当者への案件の取り次ぎ 

２． カンファレンスを週１回程度開催。相談内容により必要に応じて担当者の参加を求め、取り組み
の評価を行うことによる業務体制の見直し 

３． 案件によっては、医療安全管理委員会との連携 

４． 相談窓口の設置目的、機能、活用方法、各部門における対応等についての、院内配布物や院
内イントラネットを通じた各部門への周知・徹底 

５． 患者相談窓口の活動に関した、相談に対応する職員、相談後の取扱、相談情報の秘密の保護 

（相談方法） 

相談方法は、原則として電話相談／対面相談で対応 

（窓口の場所） 

   相談を行う場所は下記の場所とし、相談内容に応じて、適宜場所の選定をすることが望ましい。原則

は１．～３．の順に利用 

１． 入院相談室 （当院本館２Ｆ） 

２． 相談室１．２ （当院西棟２Ｆ） 

３． 患者相談室 （当院本館２Ｆ） 

（相談の記録） 

１． 最初に電話又は対面で相談、対応した室員は、別紙「患者サポート室対応簿」に記載 

２． 担当者は、相談内容及びその後の対応について、別紙「患者サポート室日誌」に記載 

（報告体制） 

１． 相談の実績は、日報・月報・年報を作成し、室長の決済後、院長に報告 

２． 緊急の対応を要する場合は、直ちに室長から、院長へ報告 

 

（不利益を受けない配慮） 

  室の業務に関連して、患者さんが不利益を受けないように適切に配慮 

患者サポート室患者相談対応フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

 

                                ※ 患者サポート室を通さずに直接各部署で対応した

場合も、相談後の取扱い・その他の必要事項につ

いて、患者サポート室に報告を行う。 

  

相談者（患者等） 

相談窓口【患者サポート室】 

相談員が相談内容等傾聴 

相談員対応のみで終了 相談員のみでは対応不可 

窓口対応者を選択し連絡・調整 医事専門職に相談 

窓口対応者にて対応 医事専門職にて対応 

窓口対応者を選択する 

選択できる 選択できない 
医療安全に関わる 

ことや苦情等 

【相談スペース】 

・医事カウンター横「入院相談室」 

・西棟 2階 「相談室 1」「相談室 2」 

・企画課（医事）内にある「患者相談室」 

相談窓口【患者サポート室】 

対応結果を報告 
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患者サポート室                          室長 太田 徹哉（副統括診療部長） 

 

● 活動目的 

（目的） 

当院受診中の患者さんやそのご家族、当院をこれから受診しようとされている患者さんやそのご家族、

以前に当院を受診されたことのある患者さんやそのご家族、といった当院に関わる全ての方々の疾

病に関する医学的な質問並びに生活上及び療養上の不安等、といった様々な相談に対応し、個々

の問題を解決することを目的に設置 

● 活動方針など 

（方針） 

各部門の対応窓口（以下「対応窓口」とする）の支援体制の確立 

   対話による問題の整理と明確化、及び代弁・仲介機能による的確な対応、対応窓口への移行の実施 

（対象者） 

１． 当院受診の患者さん又はそのご家族 

２． 当院をこれから受診しようとされている患者さん又はそのご家族 

３． その他の関係者 

（業 務） 

１． 相談業務は相談内容に応じて、直接対応あるいは担当者への案件の取り次ぎ 

２． カンファレンスを週１回程度開催。相談内容により必要に応じて担当者の参加を求め、取り組み
の評価を行うことによる業務体制の見直し 

３． 案件によっては、医療安全管理委員会との連携 

４． 相談窓口の設置目的、機能、活用方法、各部門における対応等についての、院内配布物や院
内イントラネットを通じた各部門への周知・徹底 

５． 患者相談窓口の活動に関した、相談に対応する職員、相談後の取扱、相談情報の秘密の保護 

（相談方法） 

相談方法は、原則として電話相談／対面相談で対応 

（窓口の場所） 

   相談を行う場所は下記の場所とし、相談内容に応じて、適宜場所の選定をすることが望ましい。原則

は１．～３．の順に利用 

１． 入院相談室 （当院本館２Ｆ） 

２． 相談室１．２ （当院西棟２Ｆ） 

３． 患者相談室 （当院本館２Ｆ） 

（相談の記録） 

１． 最初に電話又は対面で相談、対応した室員は、別紙「患者サポート室対応簿」に記載 

２． 担当者は、相談内容及びその後の対応について、別紙「患者サポート室日誌」に記載 

（報告体制） 

１． 相談の実績は、日報・月報・年報を作成し、室長の決済後、院長に報告 

２． 緊急の対応を要する場合は、直ちに室長から、院長へ報告 

 

（不利益を受けない配慮） 

  室の業務に関連して、患者さんが不利益を受けないように適切に配慮 

患者サポート室患者相談対応フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

 

                                ※ 患者サポート室を通さずに直接各部署で対応した

場合も、相談後の取扱い・その他の必要事項につ

いて、患者サポート室に報告を行う。 

  

相談者（患者等） 

相談窓口【患者サポート室】 

相談員が相談内容等傾聴 

相談員対応のみで終了 相談員のみでは対応不可 

窓口対応者を選択し連絡・調整 医事専門職に相談 

窓口対応者にて対応 医事専門職にて対応 

窓口対応者を選択する 

選択できる 選択できない 
医療安全に関わる 

ことや苦情等 

【相談スペース】 

・医事カウンター横「入院相談室」 

・西棟 2階 「相談室 1」「相談室 2」 

・企画課（医事）内にある「患者相談室」 

相談窓口【患者サポート室】 

対応結果を報告 
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● 患者サポート相談案件（2020年度〔2020年 4月〜2021年 3月までの延べ件数〕） 

①直接相談室へ来られた相談件数 778 

②電話による相談件数 24 

③各部門へ依頼した相談件数 9 

④診療に関する相談件数 475 

⑤苦情・クレームの相談件数 34 

⑥その他の相談件数 302 

 

 
 
 

認知症ケア推進室                           室長 真邊 泰宏 

 
●活動目的 

   認知症による行動・心理症状や意思疎通の困難があって、身体疾患の治療への影響が見込まれ

る入院患者に対し、専門知識を有する医師・看護師及び多職種が適切に対応をすることで、認知症

症状の悪化を予防し、身体疾患の治療を円滑に受けられることを目的とする。 

 

●活動状況 

1. 認知症患者のケアに係るカンファレンスを週 1回程度実施し、原則診察の上「認知症高齢者の

日常生活自立度判定基準」のランクを判断して診療録に記録する。 

2. 週 1 回以上、各病棟を巡回し、病棟における認知症患者に対するケアの実施状況を把握し病

棟職員への助言等を行う。 

3. 身体的拘束の実施基準や鎮静を目的とした薬物の適正使用等の内容を盛り込んだ認知症ケ

アに関する手順書（マニュアル）を作成のうえ、院内の必要な部門に提示して活用させる。なお、

認知症ケアの実施状況等を踏まえ、定期的に当該手順書の見直しを行う。 

4. 認知症患者に関わる職員を対象として、認知症患者のケアに関する研修を定期的に実施する。 

5. 看護部の認知症ケア委員会と認知症ケア推進のための合同会議の開催。 

 

●活動実積 

1. 看護部認知症ケア委員会との合同会議 1回/2 ヶ月 

2. 教育研修活動 

① 室主催の研修会 

 2020年 6月 2日（火） テーマ「認知症について」 

 講師：真邊室長 

 方法：伝達講義 

  ・COVID-19 感染対策のため、全体研修が企画できず、認知症ケア委員会で委員を対

象に講義を行い、伝達講習を通して、各部署への基礎知識の周知図った。 

② 認知症ケア委員会での事例検討会 

・事例分析ツールを用いて事例検討し、委員の知識やスキルの向上を図った。それを

基に、各部署で実際の患者カンファレンスで活用し、個々の看護師の認知症ケアに関

わる視点を広げ、ケアの質向上を図った。 

③ 院外研修参加 

国立病院機構グループの認知症ケア研修：認知症ケア委員 2名、一般スタッフ 1名参加。 
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